
 保健消防委員会 所管事務調査  

保健福祉局医療衛生部医療政策課 

『地域医療』について 

 

＜千葉保健医療圏（※）の現状＞ 

（※）保健医療圏とは、都道府県が、一般的な入院医療が完結するよう設定する地域的な単位のこと。 

千葉県では９保健医療圏が設定されており、千葉保健医療圏は千葉市全域に等しい。 

 

 医療機関の配置状況（診療所等を除く） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○千葉保健医療圏の、医師の多さを示す指標（医師偏在指標）では、全国 58 位/330 医療圏 で、医師

多数区域とされている。（市内に大学病院や県立病院等があるため、医師数は比較的多い地域とな

っている） 

○外来医師数（実際に診療にあたる医師数）では、全国 150 位/330 医療圏、県内 1 位/9 医療圏 と

なっている。 



＜千葉保健医療圏（千葉市）の救急医療体制について＞ 

   

 

 

 

 

 

 

       ※救急医療体制に関して、本市では、初期救急体制、及び初期から二次救急体制への搬送 

体制を整備している（赤枠内）。 

 

 

 

 

三次救急

（２医療機関）

特に重症

な患者

二次救急

（23医療機関）

入院や手術が

必要な重症患者

初期救急

外来で診療可能な

比較的軽症の患者

市内診療所・病院 

（夜間）千葉市夜間応急診療 

（休日）千葉市休日救急診療所 

千葉市立青葉病院 千葉市立海浜病院 

千葉メディカルセンター 千葉中央メディカルセンター など 

千葉大学医学部附属病院 

千葉県総合救急災害医療センター 



 

＜千葉保健医療圏における主な課題および対策＞ 

 

※課題 

○ 医師数・病院数は比較的多いものの、救急患者数の割に救急患者を積極的に受け入れる医療機関が

少なく、市外の医療機関に搬送される患者も多い。 

また、深夜から早朝にかけての時間帯（開院時間前）において、受診できる医療機関が少ない。 

○ 今後、入院患者数が増加し、R１７年にピークを迎える。 

（予測：（R7）6,763 人/日 → （R17）7,208 人/日） 

○ 今後、在宅医療の患者数が増加し、R１７年にピークを迎える。 

        （予測：（R7）15,329 人/日 → （R17）17,730 人/日） 

〇 医療需要の増大に合わせた医療従事者の確保が必要。 

 

※対策 

● （市事業）救急医療体制（とくに初期⇒二次医療機関への搬送）に関する見直しの検討を進める。 

 深夜帯等における初期救急の確保について引き続き病院局等と検討していくとともに、体調が悪い

際に救急車を呼んだ方がよいか医師・看護師等に相談できる「千葉県救急安心電話相談（＃７１１９）」や

「こども急病電話相談（#8000）」について、一層の周知を図っていく。 

● （県事業）千葉保健医療圏域内の病院長等が出席する会議での意見交換を通じ、病床機能の転換など

医療機関の自主的な取組みを促す。 

● （県事業）在宅医療への参入を検討する者を対象に、養成研修の実施やアドバイザーの派遣を通じ、在

宅医療を行う医療機関数の増加を図る。 

● （県事業）医師・看護師の県内就業を目的とした、学生への就学資金貸付事業を行う。また、看護師の

求職・復職に向けた相談や講習会等を行う。 

● （市事業）市内医療機関での看護師確保のため、千葉市青葉看護専門学校へ補助金を支出する。 

※卒業生は、高い割合で市内の医療機関に就職している。 

 


